
 

 

 

           

 

 

      

Vol.1  ２００２年１２月１０日 

 

台湾・ＰＣＴ出願又は EPC 出願に基づく優先権主張 

 

２００２年１１月２７日付台湾経済部令公告により、２００２年０１月０１日以降のＰＣＴ（特許協力条約）

出願又はＥＰＣ（ヨーロッパ特許条約）出願に基づく 

その公告の内容は次のとおりです。 

また、優先権主張に必要な証明書類については、未だ明確にされておりません。 

 

記 

公告内容の和訳公告内容の和訳公告内容の和訳公告内容の和訳    

標 題：世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟後における特許・商標の優先権主張に関する事項 

 

発信日付：２００２年１１月２７日 

 

書類番号：経智字第０９１０２６１７５００号 

 

内 容：我が国（台湾）が世界貿易機関（ＷＴＯ）に加盟した後において、特許・商標の優先権 

主張に関する事項を次のとおり説明する。 

１．ＷＴＯ加盟国の国民は我が国（台湾）に特許出願する場合は、基礎となる出願がＰＣＴ 

又はＥＰＣによる国際出願で、且つＷＴＯ加盟国を指定国として指定し、その指定国の 

国内法規定において合法な国内出願と見なされるときは、我が国（台湾）において優先 

権主張することができる。 

２．我が国（台湾）が２００２年０１月０１日よりＷＴＯに加盟したため、ＷＴＯ加盟国の国民が 

我が国（台湾）において主張する特許・商標の優先権主張日は、２００２年０１月０１日 

以前であってならない。 

    

以上 
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